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日本と大きく社会保険制度が異なる国々の場合 ) 夫婦・共働き

【収入比 3:1] 

個人所得標種の実効種率

(夫婦・共働き(給与所得者〕世帯)【収入比3:1】

|スウェーデン|

500 1.000 '.500 

(2015年1月現在}

l※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリス、カナ

ダ、スウェーデンは医療に税方式が採用されている点で、アメリカは

広く国民一般をカバーする公的な医療保険制度が存在しない点で、オ

ランダは一部の公的医療保険に係る保険料が保険者たる民間保険会社

ごとに異なるため、負担率の計算上これを含めることができないなど

の点で、日本と社会保険制度が大きく異なるため、比較の対象として

いない。

(負担率}

50% 

40，. 

30，. 

10，. 

0% 

.人蔚需... 

(安婦・共働き(給与所得者)世稽)【収入比3:1】
(2015年1月現在)

17 ;LI)t.J I 

2.000 
世帯収入(万円}

o 500 1. 000 1， 500 2. 000 
世帯収入(万円)

{注1) 個人所得課税には、日本については所得夜、信入住民後{所得割}及び復興特別所得税が含まれる.アメりカについては連邦所得袋及びニューヨーク州所得健が含まれる.なお、別途絶方政府{君事・市等}により所得後が課されうる

が、本資料においてはこれを加略していない.カナダについては所得税及びオンタリオ州所得貌が含まれる.スウェーデンについては所得後及び地方所得袋(定':;;29.78%(ストフクホルム市の混合))が含まれる.各国において個人所

得課税の負担率を計算するiこ当たっては、後々な所得鐙除や税額径除のうち、一鮫的に適用されて1、るもののみ考慮して齢算しているため.アメリカの鋤労税額鐙除や代嘗ミニマム夜、イギリスの動労Z臣官置鐙除{金額給付措置}等の措

置は考慮していない，

(注2)社会保険科l:i、日本については被用者の全国健康保険儀会管場E健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険に係る保険料率、アメリカについては彼用者に適用される老齢・遣族・陣書年金・メディケア・バートAの保険料率、オラン

ダについては老働年金・一段遺族年金・特別医療費保険の保険終率、カナダ・スウェーデンについては鍍用者に一般的に適用される保E主将率を用いて計算しても治.

(.考)グラフ中の数値は、給与収入2，似lO:万円の窃合の実効裂軍事・負担率.邦貨換算レートは1ドル=116円、 1ポンド=183問、 1ユーロ=145円、 1カナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円{基準・緩定外国為嘗相場:平成27年

(2015年)1月中適用).
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〔日本ア川イギリス川フランスの場合〕 夫婦・共働き

【収入比 3:2】

個人所得標税の実効税率

1※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリスでは医i
j 療に税方式が採用されていることやアメリカでは広く国民一般をカ 1 

1 パーする公的な医療保険制度が存在しないことから比較の対象としてi
l いない。

(実効税率)
晴樹鵬脚嚇酬醐輔副幽幽盤~I

(夫婦・共働者(給与所得者)世帯) 【収入比3:2) (2015年1月現在) ---(負担率) (夫婦・共働者(給与所得者)世帯) 【収入比3:2】(2015年1月現在)
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世帯収入(万円)

」ー~ -ーーー 37.4見

'" --ーーーー----ー-65.1%¥. .-"'"← ._..・~
一‘ _1 "... __  

フランス I ，- ~二一一
一，一一」 〆 ー・._..・

| 〆 ・一
I ~' /' 
| 〆

....J.. .ーJ.--

500 1， 000 1，500 2，000 
世帯収入(万円)

(注1) 個人所得課税には、日本については所得税、個人住民税(所得制)及び復興特別所得税が含まれる。アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる。なお、別途地方政府(郡・市等)により所得税が課されうる

が、本資料においてはこれを加味していないロドイツについては所得税及び連帯付加税(算出税額の5.5%)が含まれる。フランスについては所得税及び社会保障関連諸税{一般社会税等所得税とは別途、収入に対して定率(合計

8%)で課される)が含まれる。なお、同国では、 2012年1月から財政赤字が解消するまでの時限措置として、所得に対して0%-4%(3段階)の高額所得に対する所得課税が課される(ただし、上記図中においてはこれを加味していな

い)。各国において負担率を計算するに当たっては、 様々な所得鐙除や税額鐙除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算しているため、アメリカの勤労税額控除や代替ミニマム税、イギリスの勤労税額控除(全額給付

措置)等の措置は考慮していない。

(注2) 社会保険料は、日本については被用者の全国健康保険協会管掌健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険に係る保険料率、ドイツ・フランスについては被用者に一般的に適用される保険料率を用いて計算している。

(備考)グラブ中の数値は、 給与収入2，000万円の場合の実効税率・負担率。邦貨換算レートは1ドルニ116円、 1ポンド=183円、 1ユーロ=145円(基準・裁定外国為替相場平成27年(2015年)1月中適用)。
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( 日本と大きく社会保険制度が異なる国々の場合〕 夫婦・共働き

【収入比 3:2】

:※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリス、カナ
ダ、スウェーデンは医療に税方式が採用されている点で、アメリカは
広く国民一般をカバーする公的な医療保険制度が存在しない点で、オ
ランダは一部の公的医療保険に係る保険料が保険者たる民間保険会社
ごとに異なるため、負担率の計算上これを含めることができないなど
の点で、日本と社会保険制度が大きく異なるため、比較の対象として
いない。

(実効税率)
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個人所...  の実効種事
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{註1) 個人所得謀役には、日本につも、ては所得様、個人住民税(所得割)及び復興特別所得税が含まれる.アメリカtこついては連邦所得税及びニューヨーク州所得説が含まれる.なお、別途絶方政府(郡・市等}により所得税が録されうる

が、本資符においてはこれを1xl院をしていなL、.カナダについては所得役及びオンタリオ州所得授が含まれる.スウェーデンについては所得税及び地方所得君主{定*:!9.78%(ストックホルム市の渇合))が含まれる.各国において個人所

得寝袋の負鐙率を計算するに当たっては、様々な所得鐙除や袋額佳品主のうち、一般的に適用されてt、るもののみ考鐙してま十算しているため、アメヲカの鋤劣後額径除や代讐ミニマム段、イギリスの鈎劣税額鐙詠{全額給付措置}等の滑

置は考慮していなL、.

{注2) 社会保険斜は.日本については後期者の全国健康保険也会管窓健康保険・介穫保険・厚生年金保険・雇用保験に係る保険符率、アメリカについτは援用者に適用される老働・遺族.::lt!J年金・メディケア・パートAの保険料率‘オラン

ダについては老鈴年金・一般遺族年金・特別医犠費保険の保険科率、カナダ・スウェーデンについては歓用者に一般的に適用される保険料亭を用いて計算してもも.

{備考)グラフ中の数値は、給与ti.入2，似)()万円の渇合の実効税*.負担率.邦貨接算レートは1ドル=116円、 1ポンド=183円、 1ユーロ=14尋問、 1カナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円{基章・設定外留為嘗相場:平成27年
(2015是正)1月中適用).
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〔日本ア川仰ス川フランスの場合)

:※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリスでは医j
1 療に税方式が採用されていることやアメリカでは広く国民一般をカ
i パーする公的な医療保険制度が存在しないことから比較の対象として!

いない。
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(注1)個人所得霞授には、日本については所得税、個人住民段(所得割}及び復興特別所得税が含まれる.アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得税が含まれる.なお、別途地方政府(郡・市等)Iこより所得袋が録されうる

が.本資事専においてはこれを加味していない.ドイツについては所得税及び適格付加t!H算出稔領のa.5'紛が含まれる.フランスについては所得a及び社会保障関連諸説(一般社会設等:所得視とは別途、叙入に対して定率{合計

8%)で課される}が含まれる.なお、岡田では、 2012年lJJから財政赤字が解摘するまでの持限措置として、所得に対して0%--1%(3段階}の高額所得に対する所得課穫が隠される{ただし、上記回中におL、ては.~を加味していな
い).各国においτ負担率を計算するに当たっては、様々な所得径徐や税額鐙除のうち、一般的に適用されているもののみを考慮して計算しているため、アメリカの動労税額鐙徐や代替ミニマム袋、イギリスの勤労裂額鐙除{金額給付

緒置}等の熔置は考慮していなL、.

(注2) 社会保険斜は、日本については絞用者の全国健康保験協会管$健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保験に採る保倹将串、ドイツ・フランスについては鍍用者にー鍛的に適用される保険糾率を用いて計算してbも.

{註3)比般のため、モデルケースとして第l子が震学中の19歳、第2丁ーが16歳として計算してーも.

{備考}グラフ中の数値は、給与収入2，()(ゆ万円の場合の実効設事・負担.:;t.邦貨換』車レートは1ドル=116問、 1ポンド=183円、 1ユーロ=145伺{基準・設定外国為嘗抱渇・平成21年(2015年)1月中適用).
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( 日本と大きく社会保険制度が異なる国々の場合 〕

※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリス、カナ
ダ、スウェーデンは医療に税方式が採用されている点で、アメ リカは
広く国民一般をカバーする公的な医療保険制度が存在しない点で、オ
ランダは一部の公的医療保険に係る保険料が保険者たる民間保険会社
ごとに異なるため、負担率の計算上これを含めることができないなど
の点で、日本と社会保険制度が大きく異なるため、比較の対象として
いない。
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給与収入(万円) 給与収入(万円)
{注1)個人所得袋税には、日本については所得段、信人住民税(所得割}及び復興特別所得裂が含封凶.ア，1!1カについては連邦所得後及びエューヨーク州所得穫が含まれる.なお、別途絶方政府{郁・市等}により所得税が蔑されうる

が、本資斜においてはこれを加味していない.カナダについては所得純及びオンタリオ州所得説が含まれる.スウェーデンについては所得授及び処方所得袋(定率29.78%(ストyクホルム市の場合"が含まれる.各国において個人所

得E建設の負怨率を計算するに当たっては.様々な所得径除や援額鐙除のうち、一般的に適用されてL、るもののみ考慮して計算してl、るため、アメリカの勤労穫量直径除や代嘗ミニマム夜、イギPスの鋤劣後領経除{全績給付措置}等の鎗

置は考慮していない.

{注2)社会保険料は、日本については彼用者の全国健康保険協会管掌健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険に係る保険斜率、アメリカについては被用者に適用される老儀・遺iH車害年金・メディケア・パートAの保険終卒、オラン

ダについては老齢年金・-m宣族年金・特別医療費保険の保験"1.lI.イギりス・カナダ・スウェーデンについては被用者に一般的に適用される保険料亭を周いて計算してtも.

{注3)比較のため、モデルケースとして第l子が旋学中の19歳、第2子が16'議として計簿している.

{備考}グラフ中の数値位、給与収入2，側淘万円の渇合の実効裂率・負担率.鰐貨換第レートは1ドル=116問、 1ポンド=183円、 1ユーロ=145円、 lカナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円{基鎗・設定外国為嘗相場平成27年

(2015年)1月中適用).
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500 1， 000 1，500 
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〔日本アメリカイギリス川フランスの場合) 夫婦子2人・共働き

【収入比 3:1】

-入所得"1>実効..  

!※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、 イギリスでは医j
j 療に税方式が採用されていることやアメリカでは広く国民一般をカ
i パーする公的な医療保険制度が存在しないことから比較の対象としてj
l いない。

(実効税率)
(夫婦平2入・共勧告{童会与所得者}世帯}【夫織の収入比3:1) (2015年1月現在)-_.. (負担率) (安婦平2人・主主勧告{鉛与所得者}世帯)【夫婦の叡入比3:1)(2015年1月現在)
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世帯収入{万円) 世帯収入(万円)

{注1) 鋸入所得11&には、日本については所得授、個人住民税(所得割}及び復興特別所得裂が含まれる.アメリカについては連邦所得後及びニZ ーヨーク州所得税が含まれる.なお、E'J途地方政府{官官・市等)により所得税が課されうる

が、本軍E軍事においてはこれを加略していない.ドイツについては所得後及び連帯付加袋(算出税額の5.5屯)が含まれる.フランスについては所得製及び社会保障関連諸説(一般社会従等:所得混とは~J途、叙入に対して定率{合計

8%)で怨される}が含まれる.なお、同国では、1012年lJjから財政赤字が解相ーするまでの時限措置として、所得に対して0%-4%(3段階)のB巨額所得に対する所得程穫が震される{ただし、 上E図中においてはこれを力日時してL、な

い).各国において負担率を計算するに当たっては、様b な所得鐙除や税額鐙徐のうち、一般的に適用されているむののみを考慮して計算しているため、アメりカの鋤労説額控徐や代替ミニマム説、イギリスの鋤労税額鐙除(全額給付

織竃}等の措置は考盆していない.

{注2)社会保険料は、日本については鮫用者の全国健康保検也会箸隼健康保険・介護保倹・厚生年金保険・雇用保険に係る保検事事率、ドイツ・フランスについては被用者lこ一般的に適用される保険料亭を用いてま十換してLも.

{注3)比較のため、モデルケースとして歯車1子が震学中の19歳、第2子が16重量として計算してLも.

{備考}グラフ中の数値は、給与収入2，似国O万円の場合の実効後手・負但司&.路貨換算レートは1ドル= 116問、 1ポンド= 183円、 Eユーロ=145円(~ìIl '毅11:外国為嘗相場:平成27年(2015年)1月中適用).
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〔日本と大きく社会保険制度が異なる国々の場合 〕 夫婦子2人・共働き

【収入比 3:1】

-入所得..の実効..

:※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリス、カナ

ダ、スウェーデンは医療に税方式が採用されている点で、アメリカは
広く国民一般をカバーする公的な医療保険制度が存在しない点で、オ
ランダは一部の公的医療保険に係る保険料が保険者たる民間保険会社
ごとに異なるため、負担率の計算上これを含めることができないなど
の点で、日本と社会保険制度が大きく異なるため、比較の対象として
いない。

(実効税率) (夫婦平2人・共働者{給与所得者)世帯)【夫婦の級入比3:1](2015年1月現在) - -~負担率) (夫婦子2人・共働者{給与所得者}世帯)【夫婦の収入比3:1] 
50% ，----. ... --_. 50% 在)

巨三百
40% 40% 

30% 30% 

20% 20% 

10% 10% 

0% I~ . L  ___ -..."... . I  0% 
o 500 1. 000 1， 500 2， 000 0 500 1， 000 1， 500 2， 000 

世帯収入(万円) 世帯収入(万円}
{注1)個人所得課後には、日本については所得凌.個人住民，&(所得制}及び復興特別所得税が含まれる.アメりカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得穫が含まれる.なお、.!JII途地方政府{郡・市等}により所得税が漂されうる

が、本資斜においてはこれを加味していない.カナダについては所得磁及びオンタリオ州所得後が含まれる.スウェーデンについては所得税及び地方所得重量{定1t!29.18%(ストyタオ，;a..ム市の場合))が含まれる、各国において館入所

得浪畿の負担率を計算するに当たっては、様々な所得疫除や説額鐙除のうち、一鍛的に適用されてL、るもののみ考慮して計算しているため、アメリカの鋤労復領鐙除や代嘗ミニマム授、イギりスの鋤労裂領鐙除{金額給付摘置}等の措

置は考慮していない.

{注2) 社会保険料は、日本については鍍用者の全国健康保険協会管隼健康保険・介Z童保険・厚生年金保険・雇用保険に係る保険得率、アメリカについては該局者に適用される老惨・遺侠・障害年金・メディケア・パートAの保銭符S匹、オラン

ダについては索隊年金・ー鈴漕篠年金・特別医銀!資保険の保険符寧、イギりス・カナダ・スウェーデンについては被用者に一般的に適用される保険料亭を周いて計算している.

{注3)比較のため、モデルケース唱として第1子が設学中の19歳、第2子が16援として計算していとお

{備考}グラフ中の数値は、給与収入2.似)()万円の混合の実効後*.負担lf:.邦貨換算レートは1ドJレ=116円、 1ポンド=183円、 1ユーロ=145円、 1カナダドル=10唱円、 Eスウェーデン・クローネ=16円(基穆・設定外国為嘗栂場:平成27年
(2015年)1月中適用).
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〔日本ア川イギリス内フランスの場合〕
夫婦子2人・共働き

【収入比 3:2】

.人Jf.. 車種の実効..  

1※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、 イギリスでは医i
j 療に税方式が採用されていることやアメリカでは広く国民一般をカ 1 
1 パーする公的な医療保険制度が存在しないことから比較の対象としてj

いない。

(実効税率)
{安婦平2入・共働き(給与所得者)世帯)【夫婦の叡入比，3:2](2015年1月現在) ---<負担率) (夫婦子2人・共働者(給与所得者)世帯)【夫婦の収入比3:2](2015年1月現在)50% ，----， . I I _V_， 50% I 
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(~l)個人所得課後Iこは. a本については所得袋、個人住民税t所得割}及び復興特別所得説が含まれる.アメリカについては連邦所得税及びニューヨーク州所得伎が含まれる.なお、思l途絶方政府{官官・市等)により所得税が録されうる
が、本資事専においてはこれを加略していなL、.ドイツについては所得税及び連待付加税(算出援額の5.5紛が含まれる.フランスについては所得説及び社会保障関連絡税(一般社会税等:所得税とは別途、収入に対して定率{合計

8%)で課される}が含まれる.なお、同国では、2012年lnから財政赤字が解摘するまでの時限婚置として、所得に対して0%-.4'1，，(3段階)の高額所得1こ対する所得寝袋が録される{ただし、上E図中においてはこれを加除していな

い).各国において負担率を計算するに当たっては、様々な所得鐙除や税額控除のうち、一般的に適用されて1もむののみを考慮して計算しているため、ア妙カの費問税領俊徐や代替ミニマム鋭、イギリスの鋤労税額鐙験(全部書付

指置}等の措置は考慮しても、なL、.

{注2) 社会保険料は、日本については鮫用者の全国健康保険也会管耳障健康保険介緩保倹・厚生年金t畢険・雇用保険に係る保験符皐、ドイツ・フランスにつL、ては後用者に一般的に適用される保険料率を周いて軒算してーも.

{注3)比較のため、モデルケースとして第1子が設学中の19歳、第2子が16畿として計算している.

{備考}グラフ中の数値は、給与収入2，制)()万円の窃合の実効税率・負担手.邦貨換算レートは1ドル=116円、1ポンド=183問、 1ユーロ=145円{基穆・重量定外国為嘗相渇平成27年(2015年)1月中適用).
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(実効税率)

50% 

40~ 

30~ 

20% 

10% 

0% 
o 500 

日本と大きく社会保険制度が異なる国々の場合 〕 夫婦子2人・共働き

【収入比 3:2】

個人所得毘観の実鋤観事

1.000 1.500 

:※ 社会保険料負担を含む実効負担率の比較にあたり、イギリス、カナ
ダ、スウェーデンは医療に税方式が採用されている点で、アメリカは
広く国民一般をカバーする公的な医療保険制度が存在しない点で、オ
ランダは一部の公的医療保険に係る保険料が保険者たる民間保険会社
ごとに異なるため、負担率の計算上これを含めることができないなど
の点で、日本と社会保険制度が大きく異なるため、比較の対象として
いない。

現在)..̂J負担率}
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.人扇情鵬AU栂健闘@郵副賞鱗

(安鋳平2入・共働き{総与所得者1世帯}【夫婦の収入比3:2】
(2015年1月現在)
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{註1) 白人所得課授には、日本については所得綬、個人住民後{所得割}及び復興特別所得税が含まれる.アメリカについては連邦所得袋及びニューヨーク州所得税が含まれる.なお、別途絶方政府(郡・市等}により所得畿が課されうる

が、本資科においてはこれを加味していなt、.カナダについては所得後及びオンヲリオ州所得税が含まれる.スウェーデンについては所得後及び絶方所得説{定率29.78%(ストックホルム市の場合))が含まれる.各国において個人所

得課税の負担率を計算するに当たっては、 S華々な所得~Ii生や穫量廃径除のうち、一般的に適用されて1、るむののみ考慮して計算しているため、アメりカの勤労裂領鐙除や代替ミニマム説、イギリスの鋤労税額鐙除{全額給付措置}等の措
置は考慮していなL、.

(注2)社会保険科は、 日本については被用者の全国健康保険也会管掌健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険に係る保険料率、アメりカについては被用者に適用される老働・遺族・障害年金・メディケア・パートAの保険料率、オラン

ダについては老鈴年金ー一般遺族年金・特別医策費保険の保険料率、イギリス・カナダ・スウェーデンについては綾用者に一段的に適用される保険料率を用いて許算している.

{註3)比般のため、モデルケースとして第E子が低学中の19歳、第2子が16歳として計算してーも.

(値考)グラフ中の数値は、給与収入2，0∞万円の場合の実効税率・負担率.邦貨換算レート1ま1ドJレ=116円、 Eポンド=1S3円、 1ユーロ=145円、 Eカナダドル=103円、 1スウェーデン・クローネ=16円{基!I'.畿定外国為替相場:平成27年

(2015年】1月中適用).




